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第 50回六甲ファミリーまつり実施概要

開 催 内 容

来 場 者 数

主 催

お 問 合 せ

後 援

イ ベ ン ト 名 第 50 回六甲ファミリーまつり

開 催 日 時 2023 年 5 月 27 日（土曜日）　11:00 ～ 17:00　※予定

開 催 場 所 王子陸上競技場前広場

30,000 人（予想）

神戸まつり灘区協賛会

八幡財産区管理会／都賀財産区管理会／篠原財産区管理会／
高羽財産区管理会／徳井財産区管理会／新在家財産区管理会／
大石財産区管理会／上野財産区管理会／五毛財産区管理会／
一般財団法人岩屋青年会／一般財団法人灘十三大字連合協議会

開催概要 過去の開催写真

ご出店に関する問合せ
おまつり屋台の出店に関するお問合せは下記にご連絡ください。
協賛会事務局では一切の質問にお答えできません。

六甲ファミリーまつり募集事務局（株式会社ラジオ関西内）
電話 /090-5873-4133　平日 10:00 ～ 17:00
mail/hagio@jocr.jp

・ファミリーステージ
・レクリエーション広場
・お楽しみ広場
・ふれあいブース
・おまつり屋台
・第 50 回特別記念イベント　など

[ イベント開催について ]
神戸市総合コールセンター
電話 /0570-083-330 または、078-333-3330
　　  （年中無休 8:00 ～ 21:00）
Fax/078-333-3314
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おまつり屋台募集要項

営業時間
2023年 5月 27日（土曜日）　11:00 ～ 17:00　※予定

申込資格
 ● 神戸市内に事業所を有する法人、もしくは神戸市内に住所を有する個人
 ● 六甲ファミリーまつりの趣旨に賛同し、盛り上げていただける方
 ● 申込者本人がご出店できる方（申込者 1 人につき 1 申込となります。）
 ● 申込者本人が 18 歳以上であること

ご出店における注意事項

 ⁃ 法令を遵守し、公序良俗に反する物品の出店は認めません。特に、商標登録など知的財
産に関する違反行為はご注意ください。
 ⁃ 禁止事項に記載されている物品の提供や販売はできません。　※ P4 記載
 ⁃ 神戸市衛生監視事務所の販売ルールを遵守した販売品にしてください。
 ⁃ 主催者の判断により、出店販売商品の変更あるいは販売中止を指示することがあります。
 ⁃ 必ず主催者が発行する出店許可証を当日目立つ場所に掲示してください。許可証の掲示
がない場合は出店を取り消します。
 ⁃ 動物園への持込が禁止されているものについて、事務局より配布した注意喚起用チラシ
を当日目立つ場所に掲示してください。

出店内容、販売品に関して

	⁃申込者本人が終日責任をもって区画で販売をおこなってください。申込者本人の販売が
確認できない場合は、区画の転売とみなし、その場で出店資格を喪失します。
 ⁃ 出店に際して生じたトラブルについては、出店者が一切の責任を負ってください。
 ⁃ 万一、事故等が発生した場合、速やかに主催者に報告し、出店者自らの責任と費用をもっ
て対応してください 。
 ⁃ 主催者、動物園、保健所、警察署、消防署、主催者が委託した業者などより指導があっ
た場合は、それに従ってください。
 ⁃ 調理 ・飲食により発生した汚水及び資材は、出店者が持ち帰ってください。

出店者の責任に関して

 ⁃ 水道は、会場内の指定上水道（ 1 箇所のみ）の使用が可能です。
 ⁃ 汚水の排水については禁止しています。

給水、排水に関して

営業時間中は露店の片付けをおこなわず、上記営業時間は必ず営業をおこなってください。

出店料
1区画　25,000 円
区画のみの金額となります。追加備品や電源の費用は別途必要となります。

基本区画 /追加備品
区画 /W3,600*D1,800
電源をご希望の場合は、お申込みください。1 箇所（500w）のみ主催者から供給します。
複数配線及び 500w を越える場合は、500w あたり 5,000 円ご負担いただきます。（追加
は 1kw まで。発電機の持ち込み不可）電源をご使用の場合は、必ず主催者からの配電とな
ります。その他備品のレンタルをご希望の場合は、出店決定後にお申込みいただけます。

お申込みスケジュール

募集期間 2023 年 2 月 20 日（月曜日）～ 2023 年 3 月 13 日（月曜日）
01 募集期間を越えてのお申込みはできません。今回よりお申込み方法が変更と

なっておりますので、ご注意ください。

区画抽選会 2023 年 3 月 18 日（土曜日）13:00 ～
02 ご出店いただく出店者、出店区画を決めるためのオンライン抽選会をおこない

ます。抽選会の詳細は、お申し込み後のメールをご覧ください。

ご入金 2023 年 3 月 31 日（金曜日）
03 抽選会終了後、区画が確定した出店者に、入金のご案内のメールをお送りしま

す。必ず期日までにご入金をお願い致します。（クレジットカードのみの入金）

書類提出 2023 年 4 月 14 日（金曜日）
04 募集事務局よりお送りしたフォーマットで、期日までに必ず書類の提出をお願

い致します。期日までに書類が届かない場合、出店資格を取り消します。

 ⁃ 会場への物品搬入・搬出に関しては、主催者が発行する車両進入許可証を所持した車両
のみとし、主催者、警備員の指示に従ってください。
 ⁃ 車両進入許可証は 1 出店者につき 1 枚となります。
 ⁃ 駐車場は主催者ではご用意できません。周辺の駐車場をご利用ください。
 ⁃ 物品の搬入・搬出時に生じた接触事故等に関して、主催者は一切の責任を負いません。
また、その損害は出店者が全額賠償してください。
 ⁃ 搬入搬出時間は今後調整により前後する可能性があります。また、当日会場内の混雑状
況により予定時間が前後することがあります。

車両の搬出入に関して

搬入 /2023 年 5月 27日（土曜日）7:00 ～ 9:00　搬出 /17:30 ～ 18:00

募集区画
45区画
関係機関との調整により区画数が前後することがあります。
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 ⁃ 食品を取り扱う人と、お金を扱う人は区別してください。区別できない場合は、お金を
扱った後は必ず手を消毒してください。
 ⁃ それぞれの食品・原材料に応じた保管をしてください。
 ⁃ 販売の際に消費者に、食品は持ち帰らずに、その場で喫食するよう注意を促してください。
 ⁃ 販売した飲食物は各出店者において一部を 2 週間冷凍保存してください。
 ⁃ 食品についての取り扱いは下記にお問合せください。 
生活衛生ダイヤル　電話：078-771-7497（平日 8:45 ～ 17:30）

衛生、現状回復に関して
 ⁃ 出店により発生したゴミは神戸市指定の事業系ゴミ袋に入れ、分別の上、会場内の指定
場所に指定の時間までに廃棄してください。
 ⁃ 会場内の植栽・排水溝にゴミ・油・器具等の廃棄をしないでください。
 ⁃ 出店者は、会場施設を汚さぬよう十分に注意し、出店テント周辺に油・飲料の床汚れが
生じないよう段ボールなどによる養生を必ず行ってください。
 ⁃ 営業終了後、会場の清掃についてご協力ください。
 ⁃ 出店に必要な機材、造作等全て出店者負担とし、まつり終了後は原状回復してください。

食品の販売に関して
食品を取り扱う団体は、必ず出店応募時に詳細をご入力ください。事前に食品を取り扱う
旨の届け出がされていない場合は、食品の提供をお断りします。また、イベント等で臨時
に出店され食品を取扱う場合は、衛生を確保するため兵庫県食品衛生法基準条例に準じて
下記の設備を設けることとしています。出店時は下記準備物を必ずご用意ください。
＊	流水式の手洗い設備（コック付きポリタンク）
＊	温度計を備えた冷蔵設備
＊	手指の消毒設備
＊	不浸透性材料で作られた廃棄物容器（蓋付き）
衛生面から本イベントでは下記商品の調理、販売を禁止いたします。

 ⁃ きゅうりの一本漬け等漬物の販売 
（市販品の小分けトッピング可）
 ⁃ おにぎりの調理 
（市販の包装済品の販売に限り可。保管温度に注意すること）
 ⁃ 生野菜及び生果物の販売と調理への使用 
（カット済果実の缶詰を細切せずに使用することは可） 
（プレカットの市販品の盛り付け、トッピングは可）
 ⁃ ローストビーフ（未加熱品）を使用したメニュー、「ローストビーフ」の名を使用した
メニュー。（十分な直前加熱がされる焼肉丼、カルビ丼は可）
 ⁃ その他提供直前に加熱がされないもの 
（生ジュース以外の飲料及びかき氷の販売、アイスクリームの小分け販売は可）

安全にイベントを実施するため、特に食品の取り扱いを衛生的に行ってください。
 ⁃ 食品を取り扱う前には、必ずせっけんと消毒液で手を洗ってください。特に、消毒液や
ペーパータオルは各店で用意してください。
 ⁃ 用便後は、必ず十分に手を洗ってください。
 ⁃ 加熱調理するメニューにしてください。なお、加熱の際には十分に火を通してください。
 ⁃ 下痢など体調の悪い人は、調理をしないようにしてください。

禁止事項に関して
 ⁃ アルコール類及びたばこ類（非燃焼吸引用の物品も含む）の販売は禁止とします。
 ⁃ 周囲に対して美観を損なう行為、風紀を乱す行為は禁止とします。
 ⁃ 拡声器、マイクなどによる宣伝は禁止とします。
 ⁃ 会場内は、全て禁煙とします。出店者が喫煙していた場合は次回より出店禁止とします。
 ⁃ 調理にともない、煙の出やすい炭の使用は禁止とします。
 ⁃ 出店者による、発電機の設置は禁止とします。
 ⁃ 当選した出店権利を第三者に貸与、転売することは禁止とします。

おまつり屋台募集要項

下記事項についてご注意ください。

王子動物園内での開催であり、当日多くの方が動物園に遊びに行くことから、主催者とし
て下記の販売、提供を禁止しています。当日提供や販売が確認された場合は、即時に提供、
販売を中止していただきます。また、その際の補償もおこないませんのでご注意ください。

 ⁃ 金魚
 ⁃ 刀、鉄砲やビーチボールが景品の当てもの
 ⁃ スーパーボール
 ⁃ ヨーヨー
 ⁃ 風船など空気が入ったもの ( 風船・水風船・バルーンアートなど )
 ⁃ 獣舎に入ったり動物が誤って食べるおそれがある、ボールやスポーツ用品、おもちゃ類
( ラジコン・エアガン・虫あみや剣など長い物・ドローンなど )
 ⁃ 動物のストレスとなる、大きな音や光が出るもの ( 拡声器・楽器類など )

出店料、営業補償に関して
 ⁃ 出店料は返金しません。
 ⁃ 会場レイアウトの変更や雨天による中止、また電源容量オーバーによる停電など、いか
なる理由であっても主催者は営業に関する補償を一切行いません。また営業物品その他
の買取なども一切行いません。
 ⁃ 禁止事項をはじめ、募集要項に反する行為や主催者の指導に従わない場合、もしくはお
申込み時の出店内容と異なる営業をした場合は、即時退店・閉店としますが、出店料は
返金しません。また出店に関する損害も補償しません。
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火気器具の使用に関して
 ⁃ ガスコンロ等を使用する場合は、新規格の業務用消火器を必ず設置してください。
 ⁃ ガスホースは、ガス漏れ事故を防ぐため、器具との接続部分をホースバンド等で締め付ける
とともに、適正な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化がないか使用前に点検してください。
 ⁃ プロパンガスボンベを使用する場合は、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置
し、必要に応じて転倒しないよう鎖等で固定してください。また、火気とは 2m 以上離
して管理してください。
 ⁃ カセットボンベ式コンロを使用する場合は、コンロより大きな鉄板や鍋などを使用したり、
2 台以上並べて使用した場合、ガスボンベが高温となり内圧の上昇により爆発火災になる危
険性があります。使用にあたっては取扱説明書を確認して適正な取り扱いをしてください。
 ⁃ テント内にて使用する機器は、防火防炎材を使用してください。

※ 液体燃料を使う器具。燃料がガソリン、 灯油等のガスコンロ、 フライヤー等の調理器具、 ストーブ等。 
※ 気体燃料を使う器具。燃料がプロパンガス等のガスコンロ、 フライヤー等の調理器具、 ストーブ等。
※ 固体燃料を使う器具。燃料が薪 • 木炭 • 練炭などの七輪、 焼き鳥焼き器、 バーベキューコンロ、 火鉢等。
※ 電熱を使う器具。電熱を利用する電気コンロ、 電磁誘導加熱調理器 (IH 調理器）、 電子レンジ、 オーブン

トースター、 ホットプレート、 クレープ焼き器、 フライヤー、たこ焼き器、 綿菓子製造器、 ポップコーン
製造器等。

火器となる機器

ご出店に関する問合せ
おまつり屋台の出店に関するお問合せは下記にご連絡ください。
協賛会事務局では一切の質問にお答えできません。

六甲ファミリーまつり募集事務局（株式会社ラジオ関西内）
電話 /090-5873-4133　平日 10:00 ～ 17:00  mail/hagio@jocr.jp

おまつり屋台募集要項 /申込方法

申込方法

お申込みWEBフォームより情報の入力
下記 WEB フォームより出店情報の入力をお願い致します。また、ご入力後ご登録のメー
ルアドレスに、ご入力情報を記したメールが届きます。届かない場合は、迷惑メールフォ
ルダをご覧いただくか、正しいメールアドレスが入力されたかをご確認ください。募集事
務局ではご入力いただいた情報を変更することはできませんので、お間違いの場はお手数
ですが再度 WEB フォームよりご入力ください。同じ申込者名で重複した情報が申込され
た場合は、最後に入力された情報で抽選をおこないます。

●お申込み WEB フォーム
https://pro.form-mailer.jp/fms/69891563277265

申込締切：2023年 3月 13日（月曜日）
お申込み期日を過ぎた場合ご入力いただけません。

必ず期日に余裕をもってお申込みください。

 ⁃ 神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例を遵守してください。
 ⁃ 出店決定後、主催者指定の誓約書を提出してください。
 ⁃ 主催者以外の者から出店に関する金銭の要求を受けた場合は、これに応じず、速やかに
主催者並びに警察に届け出てください。

賠償保険の取り扱いに関して
出店により生じた第三者への損失補償に備え、 施設賠償責任保険（全店）・ 生産物賠償責任
保険（飲食物販売のみ） に加入し、証書等の写しを指定期日までに提出してください。

（提出できない場合は出店を取り消すことになります）
※出店者名義で補償内容が各１億円以上の保険に加入

暴力団排除に関して

その他
 ⁃ 当日、警察署、消防署、保健所立ち合いのもと、募集事務局で出店申請内容の相違、適
切な販売品、正しい火器の使用について巡回をおこないます。その際の指導については、
誠実に対応し遵守してください。また、その際に出店申請者の販売が確認できない場合
は、即時に出店資格を取り消し販売を中止していただきます。
 ⁃ 区画決定後のキャンセルは、当選確率を上げるための不正な行為と見なし、関連イベン
ト含め今後の一切の出店資格を喪失します。
 ⁃ 出店申請に必要な入金 ･ 書類は、正当な理由なく期日が遅れた場合は、主催者の判断で
出店資格を取り消すことができるものとします。


